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府中市自殺総合対策計画 

～こころといのちを支えあうまちを目指して～ 
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５年間(令和元年度～令和５年度) 

 

 

国や都の数値目標に合わせ、平成 27年と比較して 30％以上減少させることを目標とします。 

 

 

 

 

２ 計画の期間 

３ 計画の数値目標 

平成 27 年の自殺死亡率 16.5  → 令和５年までに11.6 以下 

平成 27 年の自殺死亡者数 42 人 → 令和５年までに29 人以下 

4 統計データから見る市の現状  

【※ 各年の自殺者数は、厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」(確定値)における「住居地」及び「自殺日」の数値を参照しています。】 
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自殺者数の推移【図1】

総数

男

女

●平成 29年は 29人

と減少 

●女性は横ばい 

●平均すると約44
人で推移 

資料：内閣府・厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

市では自殺対策基本法(以下、基本法)に基づき、平成 26年度から自殺対策関係者連

絡会を設置し、庁内連携の体制づくりを進め、関係機関とともに対策を推進してきまし

た。また、一次予防(事前対応)・二次予防(危機対応)・三次予防(事後対応)の段階ごと

に対策を進めていました。 

このたび、基本法及び自殺対策大綱改正により、すべての市町村に計画策定が義務づ

けられたため、今後も関係機関との連携強化を図り、生きることの包括的支援として自

殺対策をより一層すすめるため、自殺総合対策計画（以下、計画）を策定しました。 

１ 計画の策定に当って 
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自殺死亡率【平成29年】 
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自殺者の男女別割合の比較

(平成23年～29年累計)【図3】

●男性が７割以上と 

圧倒的に多い 

●都や国も男性が多い 

 

 

資料：内閣府・厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

資料：内閣府・厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

2.2%

2.6%

3.2%

10.5%

13.9%

15.0%

13.5%

15.4%

17.5%

16.8%

18.5%

18.5%

16.8%

16.5%

17.8%

17.2%

15.1%

14.3%

13.5%

11.5%

7.6%

9.5%

6.5%

6.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国

都

市

年齢別割合の比較(平成23年～29年累計)

【図4】

～19 20～29 30～39 40～49 50～59 60～69 70～79 80～

●30歳代～50歳

代に多い傾向 

●10歳代～30歳代は 

国・都を上回っている 

●60歳代以上は国・ 

都を下回っている 

資料：内閣府・厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 
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※「推奨される重点パッケージ」は「地域の自殺の特徴」の上位の３区分の性・年代等の特性と「背景にある主な自殺の危機経

路」を参考に選定 

（注１）自殺総合対策推進センター：改正自殺対策基本法の新しい趣旨に基づき、地域の自殺対策を支援する厚生労働省が所管 

する専門機関 

 

６ 市における取組 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基本方針１  

 

 

関連する他の施策と連携させることで、総合的な対策として展開する 

 

 

 
対応のレベルと段階に応じた、様々な施策の効果的な連動を図る 

 

 

 

 

 自殺対策における実践的な取組と、自殺問題の啓発的な取組とを合わせて推進する 

 

 
 国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業及び市民の役割を明確化し、その 

連携・協働を推進する 

 

 

 

 

● 勤務・経営  ● 高齢者 

● 生活困窮者  ● 無職者・失業者 

「自殺総合対策推進センター」（注 1）から市が優先的に 

取り組むべき施策群「重点パッケージ」が示されました。 

地域自殺実態プロファイル 2017 より 

 自殺対策を生きることの包括的な支援として推進する 

 

 

 基本方針2  

 

 
 基本方針3 

 

 
 基本方針4 

 

 
 基本方針5 
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（注２）NPO 法人自殺対策支援センターライフリンク：自殺対策を行っている団体などに、実態の調査や情報提供などを行うことで、より効果的な自殺対策

が行われるように支援する団体。また積極的に社会に対する提言を行い、誰しもが自殺の危機に陥ることなく平和的に暮らせる社会の実現に寄与する取組を

行っている。 

 

７ 市が目指す姿 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自殺 
未遂者 
支援 

 

関係機関同士の有機的な連携・支援が重要！ 

引用：自殺実態白書２０１３（ＮＰＯ法人ライフリンク【注 2】発行） 

誰も自殺に追い込まれることのない社会

を実現するため、市・関係団体・市民一人

一人が役割を認識し、連携・協働すること

で、自殺対策を推進します。また、切れ目

のない支援が行われることで、いつでも支

援につながれる地域＝こころといのちを支

えあうまちにつながることを目指します。 
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８ 施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点施策→地域の特性に応じた対策を選別した施策群 

基本施策→全国的に実施されることが望ましいとされている施策群 

施策 取組

ア　生活困窮に陥った人に対する「生きることの包括的な支援」

      の強化

イ　支援につながっていない人を早期に支援へとつなぐための

       取組の推進

ウ　多分野の関係機関が連携・協働する基盤の整備

エ　失業者等に対する相談窓口等の充実

オ　経済問題以外の諸問題を抱えた人の孤立の防止

ア　高齢者とその介護者向けの各種相談先情報に関する周知の

      推進

イ　支援者及び身近な人の「気づき」の力の向上

ウ　高齢者が生きがいと役割を実感できる地域づくりの推進

エ　介護者への支援の推進

ア　勤務問題による自殺リスクの低減に向けた取組の推進


イ　経営問題に関する取組の推進

ア　自殺対策や心の健康等に関する啓発

 

イ　人権啓発をすることによる生きることの促進要因の増加

ウ　障害理解への促進による生きることの促進要因の増加

ア　市職員のメンタルヘルス対策の推進

イ　職域における心の健康づくり推進体制の整備

ウ　地域における心の健康づくり推進体制の整備

ア　ひきこもり、児童虐待、性犯罪、性暴力被害者、生活困窮、

      ひとり親家庭、性的マイノリティに対する支援の充実

イ　妊産婦への支援の充実

ウ　相談の多様な手段の確保、アウトリーチの強化

エ　居場所づくりの推進

オ　その他関連事業

（１）生活困窮者・無職者失業者

に係る自殺対策の推進

（２）高齢者の自殺対策の推進

（３）勤務・経営問題に関わる

自殺対策の推進

重

点

施

策

（１）市民一人ひとりの気づきと

見守りの促進

（２）心の健康を支援する環境の

整備と心の健康づくりの推進

（３）適切な精神保健医療福祉

サービスを受けられるように

するための環境整備

生

き

る

支

援

関

連

施

策

（４）社会全体の自殺リスクを

低下させるための取組

（５）民間団体との連携の強化

（６）子ども・若者の心の健康を

支援する環境整備及び自殺

対策の更なる推進

施策 取組

ア　地域におけるネットワークの強化


イ　特定の問題に関するネットワークの強化


ア　様々な職種を対象とする研修の実施


イ　市民を対象とする研修の実施


ア　様々な機会や媒体を活用した啓発の推進


ア　自殺のリスクを抱える可能性のある人への支援

イ　自殺未遂者への支援

ウ　遺された人への支援

エ　支援者のメンタルケア

ア　ＳОＳの出し方に関する教育の実施に向けた環境づくり

イ　ＳОＳの出し方に関する教育の実施

（１）地域におけるネットワーク

の強化

（２）自殺対策を支える人材の

育成

（３）市民への啓発と周知

（４）生きることの促進要因への

支援

（５）児童生徒のＳОＳの出し方

に関する教育

基

本

施

策

② 

① 
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９ 自殺対策の推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自殺対策事業関係課長会議 ▶▶ 庁内の横断的な体制整備の推進 

自殺対策関係者連絡会  ▶▶ 具体的取組や連携体制の整備の推進 

保健計画推進協議会   ▶▶ 関連事業の進捗管理及び評価 

養成講座を実施し、 

ゲートキーパーを増やす 

自殺対策関係者連絡会などの

会議等を通じ、関係機関と連

携を深める 

１ ２ 

「生きる支援関連施策」→既に実施している市の様々な事業のうち、自殺 
対策と連携し、生きることの促進要因を増やすことにつながる施策群 
・・・16課、90事業 

主な具体的取組 

③ 

★ゲートキーパーとは：自殺の危険を示す 
サインに気づき、適切な対応(悩んでいる人 
に気づき、声をかけ、話しを聞いて、必要 
な支援につなげ、見守る)を図ることができ 
る人 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康推進課 (保健センター３階)  ☎ ０４２(３６８)６５１１ 

こころとからだに関する悩み、医療機関に関する案内 

-------------------------------------------------------------- 

生活援護課 （市役所6階)  

【暮らしと仕事の相談コーナー】  ☎ ０４２(３３５)４１９１ 

生活の困りごとや仕事探しの相談 

-------------------------------------------------------------- 

障害者福祉課 (市役所１階)    ☎ ０４２(３３５)４０２２ 

精神科に通院中の方の精神保健福祉相談 

 

～こころといのちを支えあうまちをめざして～ 

編集・発行 府中市福祉保健部健康推進課 

      令和元年５月 

      住所 〒１８３-００５５  

東京都府中市府中町２丁目２５番地 

      電話 ０４２－３６８－６５１１ 

      FAX ０４２－３３４－５５４９     


